
令和 5年 8月 19日 

災害時被害情報連絡基準について 

県内にて地震災害、風水害他の大きな災害が発生した際、士会員の被害情報

を収集するにあたり、以下の基準でメーリングリストにて災害発生を連絡し、被害

情報収集にあたる。 

 

１）地震災害時 

① 県内で震度５弱以上の地震発生時は、各地域の震度にかかわらず全地

域から全ての会員が被災情報連絡をあげる。 

② 県内、震度 4においては、被害（自宅・病院施設）があった会員が被災情 

報連絡をあげる。 

③ 県内、震度 3 以下においては、被害（自宅・病院・施設）があった会員よ

り自主的に富山県士会 HP から被災情報連絡をあげる。（メーリングリス

トは発信しない） 

 

２） 風水害時 

① 気象庁警戒レベル 5相当が県内いずれかで発信された段階で各地 

域の警戒レベルに関わらず全地域から全ての会員が被災情報連絡を 

あげる。 

② 気象庁警戒レベル 4 相当が県内いずれかで発信された段階で被害（自

宅・病院施設）があった会員が被災情報連絡をあげる。 

③ 気象庁警戒レベル 3 相当以下においては、被害（自宅・病院・施設）があ

った会員より自主的に富山県士会 HPから被災情報連絡をあげる。（メー

リングリストは発信しない） 

 

３）その他、大規模災害発生時、該当地域全域より全ての会員が情報をあげる。 

 

 

*なお、災害発生発信者は次の通りとし、被災状況に応じて繰り返し発信して被害情報の収

集にあたる。 

災害発生発信者：  1災害リハビリテーション委員会委員長（現：高林一彦） 

2同委員会担当理事（現：大平正和） 
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